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京都府知事

・林　田　悠紀夫　殿

‾‾ノ醐5・3年7月力日

組合住所　京都府宇治市横島町本屋赦102番地の2

組　合　名　　洛南生コンクリート協同組合

発起人代表住所　　京都府八幡市八幡広戸? 35番地の4

法　人　名　平井建材株式会社

代表取筋役　平　井　　　庁

中小企業等協同組合設立認可申請書

協同組合法第2 7条の2第l項の規定にょり・中小企業等協同組合の

を受け.たいので,別紙の定款その他の必要書類を添えて申請します。
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定　　　　　　　款

事　業　計　画　書(初年度および次年度の事業計画ならびに

資金計画表)

収　支　予　算　書(初年度および次年度)

設　立　趣　意　書

役　員　名　簿

哲　　　約　　　書

設立同意者名簿

創立総会議事録

ヽ　I

委　　任　　状
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洛詰珍卜協同組合定款
第1章　総　　　　則　　　　　　　　　　、

(目　的)

第1条　本組合は,組合員の相互扶助の精神に基づき・組合員の●ために必要

な共同事業を行い,もって組合員の自主的な経済活動を促進し,か

つ,その経済的地位の向上をはかることを目的とする

(名　称)

第2条　本組合は,洛南生コンクリート協同組合と称する○/

鎗

/

3条本組合の地区ぼ宇治市,鰯市八幡市及び繍郡。区域とする/

(事務所の所在地)

第。条本組合は,・事務所を京都府宇治市に置く/

「(公告の方法)

第　5条　本組合の公告は,本組合の掲示場に掲示し,かつ,必要があるとき

ば,京都新制こ掲載してする。ノ　　　　　　　　　　　1

(規　約)

第6条　こ-の定款で定めるもののIまか,必要な事項は,規約で定める了

第2章　　事　　　　　業

(事　業)

第　7条　本組合は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う

①∴組合員の取扱う珪コンクリートめ共同販売/

②　組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組

、、合貝のためにす.るそ.の借入/

③　商工組合中央金庫,中小企業金融公庫, ,国民金融公庫,銀行,

相互銀行,信用金庫の委任をうけてする組合員に対するその債

権の取立/

㈲　組合員の事業に関する協定ノ

⑤組合員の経済的地位の改善誓ためにする団体協約の締結/ -

〈㊤　組合員の事業に関する経営及び枝術の改善向上又は組合事業に
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関する知識の普及をはかるた

の　組合員の福利厚生に関する事

⑱　前各号の事業に付帯する事業

(組合員の資格)

の教育及び倍報の提供/

l

第3章　組　合　員

第8条本組合の組合員たる資格を有する者は・次の各号の要件を備える小

ヽ　′i‾　"- ・■‾　‾　　　　‾　葛

/
規模の事業者とする

(D生コンクリートの製造を行う事業者であること。

②組合の地区内に事業場を有することo/

(加　入)

第9条組合員たる資格を有する者は;

ることができる

本組合の承諾を得て・組合に加入す

2.本組合は,加入の申込みがあったときは・理雪

を決する。/

(加入者の出資払込み)

第10条前条第l項の・承諾を得た者は,連帯なく・その引き受けよう

出資の全額の払込みをしなければなら、ない(

ただし,持分の全部又は一部を承継することによる場合は,

りでない。/

第1 1条死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続

開始後30日以内に加入の申出をしたときは・前2条の規定にかが

ゎらず,相続開始のときに組合員になったものとみなす!

2崇岩盤諾うとする者は’他の相続人の同

第12条豊霊許知したうえで,噺の終りにお

2.前項の通知は,事業年度の未

た書面でしなければならない

の90目前までに,その旨を記載し
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除　　名)

1 3条　本組合は,次の各号の一つに該当する組合貝を除名することができ

る。この場合において,本組合は,その総会の全日の10目前まで

に,その組合貝に対しその旨を通知し,かつ,総会においてタ　弁明

する機会を与えるものとする

(D長期間にわたって去組合の施設を利用しない組合貝/

②　出資の払込み,経費の支払いその他本組合に対する義務を怠っ

た組合員/

③　本組合の事業を妨げ,又は妨げようとした組合貝ノ

嵩霊器嘉霊諾した組合員ノ
脱退者の持分の払いもどし)

14条　組合員が脱〕

の財産が出

額を 各組合

たときは,組合貝の本組合に対する出資額(本組合

厚顔より減少したときは,当該出資額から当骸減少

誓苧応じて減額した額)を限度として持分を払

ただし,除名による場合は,そ。半額とする!

使用料又は手数料)

15条　本組合は

す　　　ができる,
了の行う事業について使用料又階数料を徴収すること
○

2.前項の使用料又は手数料の額は,規約で定める額を限度として,理

事会で雫める/

経費の拭操)

1 6条　本組合は,その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てる

べきものを除く二月こ充てるため組合貝に経費を賦課することができ

る/

2.前頂の経費の領,その徴収の時期及び方法その他必要な事項は,総

会において定めるノ

出資口数の減少)

17条　組合員は,次の各号の一つに該当するときは,事業年度の終敦はお

お予言『、てその出資。数の減少を請求することができる/

・÷3-
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00　事業を休止したとき。

②事業。一部を廃止したとき!

③　その他特にやむを得ない理由があるとき」

2.本組合は,

を決する{
戸項の請求があったときは・埋草会において,その諾否

3.出資口数の減少については,第14条(脱退者の持分の払いもどし)

の規定“を準用†る!

第18条器ナ器詩に該当するときは・ 7日以内に本組合に

①∴氏名,名称又は事業を行 う場所を変更)

②　事業の全部又は一部を休止し’・若しl

③・資本の額又は出資の総額が1億円をこ

従業員の数が30 0人をこえたときd

(過　怠　金)

第1 9条　本組合は,次の各号の-つに該当する組合員に対し・総会の議決に

ょ-り,過怠金を課すことができる。この場合において・本組合は・そ

の総会の全日の1 0目前までに,その組合員に対してその旨を通知

し,空っ,総会において・弁明する機会を与えるものとする/

①　第7条第4号の規定による協定に達反し・又は同条第5号に規

定する団体協約に違反した組合員/

②第13条第2号か媚。号までに掲げる行為のあった組合イ

③前条の規定による届出をせず,又は鵬の届出をした組合J

第4章　　出資及び持分.

第20条出資1口の金額は・ 100・000円とする。l

(出資の払込み)

第21条出資は;一時に全額を払い込まなければならない了

(延　滞　金)

第2 2条本組合・は・組合員が使用料・手数料・経費・過怠金その他本組合に
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一　誌祭器霊蒜霊蒸器崇崇ン
上持　分)　　　′　　　　　　　　　　、

-申第23条組合員の持分は,坤合の正財産につき・その出資口数晒じて

_」　言霊震っては1。。円未満のは数は切駆るも。とする!

第5軍　　役貝.顧問及び職員

(役員の定数)

第24条役員の定数は,次のとおりとする/

色)

言圃

(役員の任期)

譲
第-25条　役員の任期は,

人/

潤

塁のとお。とする!

年直)埋　草

の)監　事 年/

e6

轟
割
∴
2
2

/

/

/・



4.専務理事は,理事長及びを副理事長を補佐して,本組合の常務を執

行し,理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときはその職務

を代理し,又は代行するo/　　　　　　　　　　..

5.理事長,副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは,理

事会において,理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める/

(監事の職務)i

第2 8条　監事は,何時でも,会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし,

又は理事に対し;会計に関する報告を求めることができる/

2.監事は,その職務を行うため特に必要あるときは組合の業務及び財

三善蒜親許連
発3。条役員は,絵にお,、て選挙する/’

2.役員。選挙は,連記式鰯名投票によって行う!

3.有効投票の多数を得た者を当選人●とする。ただし,得票数が同じで

ぁるときは,くじで当選人を定める。/

4.第2更の規定にかかわらず,役員の選挙は,出席者全

るとき鱒,指名推選の方法によって行うことができる 号の同意があ

5.指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における筏指名人の選

定は,その総会において選任された選考委貝が行う。l

6.選考委貝が被指名人を決定したときは,その被撃名人をもって当選!

塁三富霊詩にはかり,出席者の全員の同意があった尋

第3 1条役員に対する報酬は,総会において定める/’

第32条本組合に顧問を置く。とができる。/　　　　　　　-

2●器;詳経験のある者のうちから’理事会の議決を経て理掴

ーii　〇〇〇〇看01書

臆。書出
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城　　貝)

33条　本組合に参事及び会計主任を置くことができる!

2.参事及び会計主任の選任及び解任は,.理事会において決する。

34条本紀今に次の願を置く霊詰る/
①　事務職員

第6章　・総会,理事会及び委員会

総会の招集)

35条総会は,/通常総会及び臨時総会ける!.

2.通常総会は,毎事業年度終了後2ヶ月以内にタ　臨時総会は必

るときは何時

総会招集の手続)

36表音　総会の招集は

柴草会の議決を経て・理事長が招集する

i/

デあ

の10目前までに到達するように,会議の目的

たる事頁及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合

貝に発してするものとする。/

書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)

37条　組合員は,前条の規定によりあらかじめ通知のあった事頂につき,

書面又は代理人をもって謹決権又は選挙権を行使することができる。

この場合は,その組合員の親族若しくは常

の組合員でなけ担ぎ代理人となることがで

2∴　代理人が代理する組合員の数はl人とする

三∵
使用人又は他

総会の議事)

38条　総会の議事は,中小企業等協同組合法(以下「法」という二月こ特別

_　の定めがある場合を除き,組合員の半数以上が出席し,その説決権

の過半数で決するものとし,可否同数のときは,議長の決するとこ

、、　ろによる。/

総会の議長)　　r

♀ 9条　総会の議長は,総会ごとに,出席した組合員又は組合員たる法人の

.~、　代表者のうちから選任する!

緊急謹秦)

40条　総会においては,出席した組合員(書面又は代理人により議決権又

-7-
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は選挙権を行使するものを除く)カミ組合員の半数以上であり・かつ,

出席した組合員の3分の2以上の同意を得たときに限り,第3 6条

の規定によりあらかじ,め通知のあった事項以外の事項についても議
/

決することができる

(総会の議決事項)

第41条総会においては・法又は定款で定めるもののほか次の事項を議決

。,借入金額。輔限度/

(め1組合員に対する貸付け(手形の割引

③　その他理事会において必要と認

(総会の議事録)

第42条　総会の議事

ものとする
ヲは・議長及担席

㌢金額の最詰

これに署名する

2諾議事録には少なくとも次に掲げる輔を記載しなけ牢なら

(D　開会の日時及び場所/

《 、∴∴・㈲　組合員数及びその出席者数/・

(め.議事の経過の要領/

㈲一議案別の議決の結果(可決・否決の別及び賛否の議決権助’

第43条理事会は,理事長が招集する/

2.理事長が事故又は欠員のときは副理事長が,理事長及び副理事長が

ともに事故又は欠員の,ときは専務埋草が・理罫長・回庶事長及び専

務理事がともに事故又は欠員のときは・あらかじめ理事会において

定めた順位れたがい,他の醇が招集する/

3.理事は,必要があると認めるときは・何時でも・・理事長に対し・理

事会を招集すべきことを請求することができる/

・ 4.前項の請求をした理事は・同項の請求をした日から5日以内に・正

当な理由がないのに理事長が理事会の招集の手続をしない・ときは・

みずから理事会を招集することができる

(理事会招集の手続)

-8-
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第44条　理事会の招集は,会日の5目前までに日時及び場所を各理事に通知

霊言霊霊誤差全員の同意があるときは’・招集

第。 5条・理事会。議事は,理事の過半数が出席し,その過半数で決する了
-(理事会の書面議決)

第4・6条　理事はやむを得ない理由があるときは・あらかじめ通知のあった事

一　項について,書面によ。理事会の議決に加わることができる/

(理事会の議決事項)

第47条理事会は,法又はこの定款で定めるもののほか・次の事責を議決す

る/

①　凄

②　その他業務の執 勿する車重で理事会が必要摘める事項/

第48条理事会においては・理事長がその説吏となる’!

: 2・理事会の謹事録については・第42条(総会の議事録)の規定を準

用する。この場合において,同条第2項第4号中「(可決,否決の

別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決,否決の別及び賛否

蕎霊霊戸の壷び反対した理事の氏名)」
(電卓会)

第錯条　本組合は・その事業の執行に関し,理事会の串間機関として委員会

を置くことができる1。/

2.委員会の種類,組織及び運営に関する事項は,規約で定める/

音　・モII　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く

陸産志事業年度は・毎年4月1日に始ま幅月31日終る



圃
利益剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする

2　前項の準備金は,損失のてん補に充てる場合を除いては,とりくず

きない了

第5 2条霊ま議書…嵩1霊鳥震書芸言霊詰

(特別積立金)

第5 3条　本組合は,毎事業年度の利益剰余金の1 0分の1以上を特別積立金

として積み立てるものとする。/

第5。条本組合は,第7条第。訪事業の翻

利益剰余金の2 0分の1以上を翌事業

(利益剰余金及び繰越金)
鮭誓?

第5 5条　1事業年度における総益金に総損金及び繰越預益金を加減したもの

を利益剰余金とし,第5 1条の規定による法定利益準備金,第5 3

条の規定による特別積立金及び前条の規定による繰越金を控除して

なお剰余があるときは,総会の議決によりこれを組合員に配当し,

・又は豆事業年度に繰り越すものとする葛。/

(利益剰余金の配当) -

第5 6条　前条の配当は,総会の議決を経て,事業年度末における組合員の出

資額,若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用し

た分量に応じてし,又は事業年度末における組合員の出資額及び組

合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてす

るものとする了

2.事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は,年1割を

こえかものとする!

3.配当金の計算については,第2 3条第’2頂(持分)の規定を準用す

る。/

(韻失金の処理)

第5 7条　損失金のてん補は,特別積立金言法定利益準備金,資本準備金の順

序にしたがってするものとする。/

鵜10-二
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洛南生コンクリ一・ト協同組合設立趣意書

I　設立の目的

生三ンクリート事業は,製品の性質上安易に工場建設ができるため,中小

二規模-の生コシメーカーが乱卑し,反面昭和4 8年のオイルショックを転機と

して需要量が大巾に減少・卸設宿過剰が表面化し・操業度はついに約3 0

孫迄低下する状態となりました。・これに主因し,過当競争が市場混乱を助長

し,販売価格の続落により生コンメーカー堅苦しい経営悪化を来たし,先行

誠に憂慮される状熊Iこ立ち至っておりますo`

これが為,我々小規模弱者である生コンメーカーが厳しい現状認識の上に

て早急に業界の立直しを図りl経営の安定と長期的な生コンクリートの

穿定供給を図ることが当面の急務であると信じます。

従いまして,我々は有志を琴;り,中小企業等協同組合法に基ずく,溶南生

一三ンクリート協同組合を設立し・自主自立の箱神を基盤とした共同販売事業

を始め各程の事業を実施することにより,公正な経済活動の機会を確保し,

って組合員各位の経済的,社会的地位の向上を図ろうとするものでありま

名　　　　称　　洛南生コンクリート協同組合

地　　　　　区　　本組合の地区は,宇治市,城陽市,八幡市及び鮫富

。∴、　　　　　　　　郡の区域とする。

事務所の所在地’京都府宇治市横島町本屋放102番地の2

組合員たる資格　　本組合の組合員たる資格を有する者は,次の各号の

要件を備える小規模の事業者とする。

〈1)生コンクリートの製造を行う-苺業者

(2)組合の地区内に事業場を有すること

出資一口の金額及び出資払込の方法

一1-
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一一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇三園臆　臆　-　　臆臆「--一一〇 ‾‾

--㊨ -

㈲　出資二日の金額、 100・000円

①出資の払込みの方法一時に全額を払込むものとするo

6.事業計画の概要

(1)組合員の取扱う生コンクリートの共同販売

(21組合員に対する事業資金の貸付け(手形割引を含むo)及び組合員のた

鉦商工組合中央金庫,中小企業金融公庫,l国民金融公庫・銀行・相互銃

行,信用金串の委任をうけてする組合員繭するその債権の取立

(4)組合員の事業に関する協定

は)組合員の経済的地位の改善のため由る団体協約の締結o

し6)組合員の苺業棚する経営及び輔の改善向上又は・組合事業岨

る知識の普及をはかるための教育及

聞組合員の福利厚生に関する事業-

は)前各号の事業に付帯する事業

7.拭課金の賦課徴収方法
′㈲∴賦課金総額　　金星0・0 0・0

囲

霊霊社×12ヶ月こ384,000 」
月1,000円×8社×12ヶ月二　96,000

㊥ ・賦課徴収の方法　　、

毎月始めまで畦の月分を組合事務所醐入するものとするo

8　役員の定数及び任期

(1)役員の定数　理事　9人　監事1人

(2)役員の任期　理事2年　監事　2年

9　創立費及びその償却方法

創立費用は500,000円以内とし・初年度全額償却とする。
以　上

一2-



樟華
ンクリートを組合員から買取り,組合

な言共同嚇事業規約を定‡クこ高。塞き事業を行う。

取扱品目 儉ﾉHI�I|｢�立米当り 手数料額 偃��I{��ﾘｧ｢����ﾈ���ﾈ+��.版、売　事業費 　　　・一、.音● 

生コンク �ｩo��.・)●. ㈲’ 佰ｩ62�∴仔印 ��h�h6ﾒ�駟k�N�<����x冷��9ZY���9{�����x冷�迚ZYy��sS���x冷�

:リ　ー　ト 鼎������5・0’ �#H<����7900 

室や苧華資金の貸付に関する事業

この事業は,組合員に転貸する資金を取引金融機関から借入れ,組合員に

対し事業資金を貸付ける(手形割引を含むo )ことにより行う上

なお,本年度は調査,研究のみを行う。
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( �������ﾂ���

うく るため次の事業を行 

備　　　考 

技士試験対策 

資料代,雑費∴ 

詣師謝金,雑費 

う。- ! 日体協約の締結をノ l“ 

I 劔音 章 ) l ) 

3・教育及び情報の提供に関する事業 

この事業は組合員の経営の合理化, 亰ｨ��,ﾈﾏﾈ�8/�,ﾘ*�.�+ﾘ-��,ﾈ馼ｼh/�ﾗ2�

う。 

種　　　　　　　　　別 弌��B�経　　費 儖X������ﾖﾂ�

1.コンクリート技術に関する辞習会 ���(円) 100,000 亰ｨ齎韋ﾋ��鞜B�

2.工場公害対策研究会 ���R�50,000 倬�{��2ﾈ艙N����

3.経営合理化研究会 ���“50,000 佗x踪�8ｾ�ﾈ艙N��

計 �2�I 200,l/- ii ��

l 

し.福利厚生に関する事業 

この事業は組合員の親睦をはかる青 �+�-���次の事業を行う。, 

(1)慰　安　会　　年1回　　6qO,000円 

(2)組合員に対し慶弔見舞金を支給する。 　　　　　　　) 

! 主組合協定と団体協約の締結 

組合員の事業遂行に必要がある場合は,組合協定又は団体協約の締結をノ 

う。. i 、○○4 ��l　　“ 

計 �2�
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支　　　　　　　　　　　　出 

科　　　　　　目 仞�����������ｧ｢�摘　　　　　　　要 

I事　　業　　費 茶ΦsS�ﾃ�����請習会,研究会 

共同販売事業安 途ﾃ���ﾃ����

教育情報事業費 ��#��ﾃ����

福利厚生事業費 田R��ﾃ����組合貝及び従業員への慶弔費他 月300千円×8カ月 

iH　一般管理費 茶�N�s�ﾃC����

役　員　報　:酬 �"ﾃC��ﾃ����

職　員’　給　　料 迭ﾃS��������男子1人女子3人給料,貸与 

●福　利　厚　生　費 塔#�ﾃ����法定福利費551千円及び 

通勤手当他 

退職給与引当金繰入 �##�ﾃC���

交　　　際　　　費 ���C��ﾃ����

旅　費　交　通　費 鉄#�ﾃ����

印刷費及び事務用品費 �3#�ﾃ����月40千円×8カ月 

通　　　信　　　費 ��ﾃ#��ﾃ����電話代及び切手代 
月160千円×8カ月 

水　道　光　熱　費 �3#�ﾃ����共益費及び水道光熱費 
月40千円×8カ月 

賃　　　借　　　料 ��ﾃ���ﾃ����事務所費 

会　　　議　　　費 ��S3��ﾂ����c��総会,理事会,諸会議費 

広　　　告　　　費 鉄�ﾃ���S��新聞他広告代 

新　開　図　書　安 ����ﾃ��?���新開及び参考書 

租　税　公　　課 ��ﾃ���ﾃ����I、’, 

関係団体負担金 鉄�ﾃ����京都府中央会 初年度償却 

雑　　　　　　　費 鼎��ﾃ����

Ⅲ　女案外費用 茶��津c����

創　立　費　償一却 鉄��ﾃ����

予　　　備・　糞 鼎�撞c���

合　　　　　計 �#BﾃC3�ｳ����� 

鵜6臆 



e
・　　初　　　年　　　度

“∴∴∴ヽ

資　　金　　計　　画　　書

昭和53年8月　1日から

昭和54・年3月31日まで

洛南生コンクリ　ート協同組合

資　金　調　達 ��

科　　　　目 仞��������ｧ｢���X������������wb�

i払　込　出　資　金 �4,000,000 鼎�ﾏｸ����iﾈ冷�

借　　入　　金 �10,000,000 

十十　　計 �14,000,000 ��

.資　金　運　用

科　　　　目 仞���������ｧ｢�摘　　　　　　要 

器　具　備　品 鳴ﾃ���ﾃ����巨≡ヨ 

事　務　所　敷　金 ��ﾃ���ﾃ����

運　転　資　金 ���ﾃ���ﾃ����

預　　　　　　金 鳴ﾃ���ﾃ����

計 ��Bﾃ���ﾃ����� 



次年度㊨:

事・業　　計　　画　　書

昭和54年4月1日から　　　　-

昭和55年3月31日まで

洛南生コンクリート協同組合

l.共同販 初年度に 几ｨ,亊h+x.倬hｼb������ﾂ�処*ｹ��*ｲﾉ:�ﾈ,俎8*H�"ﾒ�剩｢�

取扱品目 儉ﾉHI�I|｢�立米当り∴ 手数料額 偃��I{��ﾘｧ｢� ��
販　売　事　業　費 

生コンク 忠zyn��(円). 忠�x冷��(千円) 剋末ｱ費8POO千円 支払手数料3780千円 

リ　ー　ト 都Sh<����.軍0 l �3x<����12340 剋x払利息　650千円 

2.事業資金の貸付に関する事業

初年度に引き続き,同様に行う。

㈲∴貸付対象　組合員の事業に要する資金

①　貸付方法　証書貸付・手形貸付とする。

必要により,担保を供せしめるo

年譜講lケ年以内とする〇・
日　貸付手数料　借入金利十0・59も

の　貸付限度　1組合員当り最高　400万円

-8-



e 刹Z術の向上を図るため次の事業を行う。 
3.教育及び構報の提供に関する事 

初年度同様組合員の経営の合理化・ 

種　　　　　　　　　別 ��ﾉ�B�佝���������N��備　　　　　考 

l.コンクリート技術に関する講習会 鳴�2 ����竰�#��ﾃ����技士試験対策 

2・テンクリート技術研究会 �2 ����ﾃ����1資料代及び雑費 

3.工場公舎対策研究会 冤 ����ﾃ����

左.・経営合理化研究会 �2 ����ﾃ����詰師謝金・雑費 II。 

_手・.財務に関する研究会 冤 ����ﾃ����

」-　ソ　　　　計 ��8 田��ﾃ���� 

4∴福利厚生に関する事業 � 

初年度同様組合員の親睦を図るた　次の事業を行う。 

q)慰　安　会　　年l回 � 

:扮!慶弔見舞金の給付 � 

i組合員に対し慶弔見舞金を　給する。 

5.組合協定と団体協約の締結 

初年度と同様に必要が生じた場合こ行う。 

ー � 

-9- 



( ��

( 次・年・度 

収　　支 冰ﾈ��螽�������������������將�

自　昭和54年4月1白　　　　　　　　く 

至昭和55年3月31日　　　　　　! 

洛南生コ 刄塔Nリート協同組合 i 

! I �1 し ;(単位円)i 

i 収　′　　　　　入i 

科 冦｢�∴金　∴　　∴領∴ �4X��������������wb�

l事　業　収　入 仆8怦�?ﾂ�(38,5’00,000) 偃h戯�Hﾆ��騷y¥I9h.ゴ���ﾙ��

共同版売手 �37,800,000 

金融事業受〉利息収入 H賦課金収入 �70.0,000 (480,000) ���ﾃ���ﾃ���苓�粤rX�b�ﾈ隗｣H<���苓���(9hﾈ��繧�

一般賦課金収入・・ �384,000 

教育措辞賦 迄攤ｾ��?ﾂ�y��r�?ﾂ�9音6,000 佇隗｣���苓�貪(9hﾈ����

Ⅲ　草葉外収入 �(音160,000) 

受　　取 �150,000 

雑 �10,000 

合 佗h����3津�C�ﾃ�������

-10- 



e」 
支　　　　　　　・出. 

科　　　　　　　　目 ��旭������右ｸﾋ��∴摘　　　　　∴・要 

i事　業　費 茶���Bﾃ�C��ﾃ���梯�　ヽ 10,,000,-000円×6.5% 

共伺販売事業費 ��(��c3C�ﾃ����

金融事業支払利息 田S�ﾃ�����

教育情報事業費 ��ﾈ��b���ﾃ����詣習会・研究会 

’福利厚生・事.業費 涛��ﾃ����組合員及び従業員への慶弔費 

∴¥∴.∴ きて　‾ ��X,C##ｳC�儿ﾃ����他 月30,・0千円×12ヶ月・ 

田　一般管理英 

役　員・報-I �2ﾃc��ﾃ����

輔　　貝　　等 謄x�S#C�s����詣埼与女義人 

ー　福　利　厚　生　専一 ��ﾃ���ﾃ���s��講饗費霜4卸及び 

㌃:退職給与引当金環入 ��c#��c津c���給与総額の4%. 

・交　　　際・　・費 ��S�ﾃ#���S����月1、00千円×工2ヶ月 

旅.費i交　通　費 塔C�ﾃ����月　7.0千円×12ヶ月 

-三一一　印刷費及び事務用品費 鉄C�ﾃ����月’45千円×12ヶ月 

-__通・・信　　女 偵"ﾃ�c�ﾃ����電話代及び切手代 穀類弦巻鶴英 月-45千円×12ヶ月・ 

釜∴水　道　光　熱∴費 ��SRﾓC�ﾃ���S��

督　一’　借　　　　料 蔦�ﾃ���ﾃ����r�事務所費 

‾‾’会　　　　議　　　　費 田��ﾃ����総会・理事会・諸会議勢 

一一㌦-、告.費 ����ﾃ��S����新聞他広告代 

新　聞　図　書.費 ��s�經�ﾉ?�����薪聞及び参考書 京都府中央会 

租　　税　　公　　課 ��ﾃRﾓ���ﾃ����

関係　団体負担金 田�ﾃ�����R�

雑　　　　　　　　　費 ��sS��c�ｳ����

皿　事業外費用 茶"ﾃ#3�ﾃC����

.予　　　　備　　　費 �(�S#3��SH�X�S����

i 合　　　　計. ��S3津�C�ﾃ����ﾂ� 

÷ユil- ��
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∴一撃
資　　金　　計　　画　:書

昭和54年4月　1日から

昭和55年3月31日まで

洛南生コンクリ、」ト協同組合

l.資　金　調　達

科　　　目 金　　　　額 摘　　　　　　要

払　込　出　資金

借　　入　　金

40口×1 0万円

2.資　金　運　用

科　　　　目 金　　　　額 摘　　　　　　要

貸,付　金

器　具　備　品

事　務　所　敷金

運　転　資　金

預　　　　　　金 ! 」一/“-“‾l !
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圃
誓　　　　約　　　　書

別紙設脚患者名簿料の8売,定款第8条に規定する

本組合貝たる資格を空ろものであるこ-とを鞠致します。/

昭和53年7月　えと　日

組合名称　　洛南生コンクリ′-ト協同組合

発起人代表　住　所　　京都府八幡市八幡広門3 5番地の4

法人名　　平井建材株式会社

・代表取締役　平　井

㊨¥
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田圃eee
創　立●総._二会・議　事　録

洛南生コンクリート協同組合

確公告の期日　　　昭和53.年了月10日/

霊健の　日　時　　　昭和53年7月25日午後2時00分/

「健の.場所　　　烹都市下京巳年′I、排迫鳥丸申

京都チアー末子.レア椅/

∵立間患者数　　　　8　名　　ノ

・席者　数　　81名(本人出席)ノ

議　長　選　任　の　経　過

定刻に至り・司会者亡≡ヨは開会を宜し,本日の創立総会は定足数をもって成立

る旨を告げ議長の選出方法を諮ったところ,満場一致をもってと≡ヨ誌長に選任

慮れr続いて発起人代表から設立籍過報告ののち議案の審議に入った。ノ

・000円としう毎月始までにその月分を

‾穀をもって原案どおり可決決定した
事務所へ納入する旨を諮ったところ



ee eee
第3号議案●初年度及び次年度の事業計画並びに収支予算書決定の件′

議長は原案を巨三割こ朗読させ・・説明ののち,これを議場に諮ったところ満場_

教をもって点案どお。可決決定した。 /　I’

第4号議案　規約制定の件

議長は,共同販売規約原案を朗読しこれを議場に諮ったところ満場一致をもって

可決決定した。/

第6号議案　一組合貝に対する貸付金(手形割引を合さ

議長は原案として,最高限度掛域

空中だ一致をもって原案どおり可決決定した

第7号議案　事務所の位置決定の件

円といたしたい旨を諮っ

最高限度決定の件

、旨を諮ったと.ころ満場

議長は原案として事務所を京都府富治市末長鳥町木星款lO之ノ薄地。王に設罷

いたしたい旨を諮ったところ満場一致をもって原案と

第8号議案　取引金融機関決定の件

可決決定した。/

亡二≡≡三三工といたしか旨を諮ったところ満場一致をもって原案どおい可蒜

定した。ノ

・第9号議案　関係団体加入の件

議長は・組合の総合指導機関である京都府中小企業団体中央会へ加入いたしたい

旨を諮ったところ満場一致をもって原案どおり可決決定した!



e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾　---　-　-〇　一一-　　-　　---一音-　　○　○　-　○○○○　-　-　　　-　-○○　--一〇

1 0号議案　役員報.鮒決軍の件.
el

.議長は本組合の役員報酬を初年度は2 4 0万円以内といたしたい旨を諮ったとこ

満場一致をも-つて原案とお。可決決定した。/

l号議案　設鮎半時の役員任期の件

菱は,創立総会Iこ訊、て選任される役員の任期は,中小企業等協同組合法第

条第2項の規定に基づき一年以内であるから,本日選任される役員の任期は招く

5月3 1日までに開催される通常総会の日迄といたしたい旨を諮っ:たとこ

もって原案ど;

案　創立費の額才

本組合の創立範三

-致をもって原案

万円とし初年度全額償却といたしたい旨を諮った

り可決決定した。/

案　設立認可申請書の字句修正について発起人代表に一任する件

組合設立認可中毒

いたしたい旨を言

理事・監事逗

合の役員(瑠悌

たって本文の趣旨に厚しない字句の修正を発起人

ところ満場一致をもって可決決定した。/ ’

件

人監事l人)を選任したい旨を述べ,理事,監事

について諸掛と詔r._にころ議場から「指名推選の方法に点るべし」と

り,よって議長はこの旨を議場に諮ったところ全員異議′なく賛成承諾し

長は選考委嶺の大敗並こ部こその選出方法を諮ったところ「議長一任」と

こ　全息がこ沖こ賛成したので議長は連考委員に下記の3名を指名し,選.

下記の者が選考委鼠の指名告僅遷した役員の氏名である旨を議長から議場

ころ,全員異議なくこれを当選者と可決決定した。
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なお,当選者は全員昭和53年7月2 5日付で就任を承諾した。

議長は以上をもって議案全部の審議を終了した旨を述べ閉会を害す時に午後3時3 0分

本総会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため,本議事録を作成し議

長並びに発起人は,次に記名押印する。

昭和53年了月25日

議　　　長

(発起人)

発・超　人

亡≡≡≡≡三三三二コ

代表取締役

発起人　十二二一一一一一一二三コ∴

代表取締役　〈



昭和53年7克之〆日

洛南生コンクリー.ト協同組合

発起人代表　平井建材株式会社

代表取締役　平　井　　　同　殿

住　所　京都府宇治市五号底部的番地　一

法人名　様式領事親睦コン

代表:締役薄田璃㊨

洛南生コン一夕リ　ート協同組合

設立　同　意書及　び出資引受書

洛南生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けます。

1・出資引受口数　辺口(出資1口の金額は金10万円)

金　とヨ万円

2・当社の資本金額及び従業員数は、次のとぉりです。

(1)資本の総額　　′クモ,乙　ダブで　　　円

(2).常時使用する従業員数　/3、  ・人

(5)業　　踵　生コンクリート製造業



圃
南生コノンクリー.ト協同組合

発起人代表　平井建材株式会社

代表取締役　平　井　　　同　殿

昭和53年7月評日

住　　所　、諦陶鰯暇耽翻却揃鴫5 5純

●、i!

法　人　名　　　烹看官★妨渉「ツル=_青書毒害トムこ高

・代表取締役　　　久　典薬ブ

・f

洛南生’コ　ンクリ.-.ト・協同組合

設i立同意書及華出資引受書

面生コンク1」-ト協同組合設立の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けますo

1.出資引受口数 て出資1口の金額は金10万円)

金,市田

当社の資本金額及び従業員数は、次のとおりです。

(1)資本の総額　　　夫子蓬　田

(2)常時使用する従業員数　　　　少く　　人

(3)業　　種　　生コンクリ葛ト製造業



昭和53年7月対日

生コンクリー.卜協同組合

超人代表　平井建材株式会社

代表取締役　平　井　　　同　殿

洛南生　コ　ン.クリ.鵜ト　協同組合

設　立　同　意　書及　び　出資引　受書

生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けます。

1.輯引受口数　童(出資1口の金額は金10万円)

金,西田

2.当社の資本金額及び従業員数は、次のとおりです。ノ

(1)資本の網　ユダタグ今夕クD円

(2)常時朗する従業貝数　　タイ人

(8)業　　種　生コンクリート製造業



南生コンクリート埼同組合

発起人代表　平井建材株式会社

代表取締役　平　井

住　　　所

法人蹄

代表取締役

同　殿

洛南生　コ　ンクリ　ート協同組合

設立　同　意書及び出資引　受書

洛南生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けます。

l・出資引受口数、鴎(蹟三日_の金額は金10万甲上

金　図串

2.当社の資本金額及び従業員数は、次のとおりです。

(1)資本の総額　高久卵妙クモブク　　　　円

く2)常時使用する従業員数　　　　才/　人

(3)業　　種　生コンクリート製造業

圃



南生コングリー.ト協同組合

_発起人代表　平井建材株式会社　　子

代表取締役　平　井　　　同　殿

昭和53年7月中日

住　所　覇開城繭姑桑島I惜同軸,垂線

法人名　　祐治尊大城陽生コツ’÷

代表取締役　河田鵜㊧仁㊥

洛南生　コ　ンクリ　-ト　協同組合

設　立　同　意　書及　び　出　資引　受香

南生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けます。

1.出資引受口数　四日(出資1口の金額は金10万円)

金　医師円

2.当社の資本金額及び従業員数は、次のとおりです。

(1)資本の緬∴∴窄寧戸

(2)弼使用する従業員数　′∠主人

(3)業　　　種　　生コンクl)-ト製造業



二

南生コンクリ一・ト協同組合

発起人代表　平井建材株式会社

代表取締役、平　井 同　殿

昭和5 3’年7月え〆.日

住　吉眠鰯′¥中綿八幡邪頂霧也の4

法人名　卒オ唾娘株蛾全社一

代表取締役　　し　辛碕・凧

洛南生コ　ン.ク‾リート協同組合

設立同意書及び出資引受富

商生コンク1)-ト協同組合設立の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けます。

1∴出資引受口数　軸(出資.1口の金額は金10万古)

金　囲占師

2.当社の資本金額及び従業員数は、次のとおりですo

(l)資本の総額　　　　6・○○みクク〇円

(2)常時使用する従業員数　　　え7一人

(3)業　　踵　生コンクリート製造業



_④!

裔生コンクリー.ト協同組合　　子.・

発起人代表一　平井建材株式会社

代表取締役　平　井　　　同　殿

昭和53年7月」宇目

住“　所　描府擁覇紳堅手駒、輔雄雌のj

法人名　峨難コンクリ十工潟鞍鑓

代表取締役　掬網子②

洛南生コンクリート協同組合

設　立　同　意　書及　び　出　資引　受書

生コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けます。

出資引受口数　西口(出資1口の金額は金10万円)
●●

金　閣万円

当社の資本金額及び従業員数は、次のとおりです。

l)資本の総額　　　>句クタグクク久一円

め　常時使用する従業員数　　　　争√人

業　　　踵　　生コンクリート製造業

㊥



田圃
洛南生コンクリート協同組合

発起人代表　平井建材株式会社

代表取締役　平　井　　　同　殿

昭和53年7月評日

住　　　所　　　‾’

枚方重光中振4丁酉10樺3号
法人名　　ウイユー株式会社;代表取締役端麗

洛南生コ　ンクリ　ー皆卜協同組合

設立　同　意書及び出資引受書,

コンクリート協同組合設立の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けます。

出資引受口数‾由(出資l口の金額は金10万円)

金　団万円

当社の資本金額及び従業員数は、次のとおりです。

)資本の総額　　　[窪田

)常時使用する従業員数　　/00　人

)栄　　踵“生コンクI)」ト製造業

専帝王賜う咋妃

前野寺子時夫緒町田酌料理。 /



ー‾ ‾古二面轟音会‾義音義

‾‾‾‾‾‾「現

洛南生コンクリート協同組合

理密会招集手続は珊部会嵐の同意により省略する。

開催の日時　昭和53年7月25日　午後3時20分/ノ’

鵬の場所　獅香子脅し再乙操でlレ京都ア・7一押し　糎/

理掌の数　　9　名　/

出席理事数　　9名　/

議　長　亡≡≡≡コ十

議事の経過の要領及びその結果

定刻峰。 ・互選によ正三≡再

審議に入る。

長に就任.し,理事会開会を宜し議案の

議　案　代表理事・副理事長,・専務理事の選出の件/

議長は只今速任された理事の互撃で代表理事l名副理事長l名専務理蜜1

名を選出したノい旨を述べ互選の結果,次のとおす代表理事.副理事長,専

務理事が選出きみ,いずれもその就任を承諾した。

議長は以上をもって議寮の審議を終了した旨を述べ閉会を毒す。

時に午後3時30分

本理事会の議部の審議要領並びにその結果を明確ならしめるため議長並び

1に出席理事は次に記名押印する。

」
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昭和53年7月25日

薮∴∴岐

出席埋草

出席理事

出席理事

出席理事　●

eI



委　　在　来

/榊/ヾ鷹長f㌔迂遠走ら女

手幽
ノ潮　子年I匂/

と設薗均波長あ_下欄し珂う

み一十蜘う綾翫華穀っ・・その二幻。埴艮

壌卒朋友4臼

/料聞流潮轟
々会名　美嚢転生卜淘玲

榊潮は酸よ築地/

三一二
碑プリ一顧
メ淘穀　ノしl王蚤

発慧警盤
三e方蜘牽交　友ヰ雰l

端宅建郊寸評よきヰ剖榊。 / /

山姥ユジ巨噺
霜ニ㊨/蟻枚,ね
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